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こども誰でも通園制度（仮称）の試行的事業を実施します 

 

 

 

 こども誰でも通園制度（仮称）は、令和８年度から全国の自治体での実施が予定されていま

す。こども家庭庁が実施する試行的事業の募集に応募したところ、実施自治体として本市が採択

されたため、次のとおり試行的事業を実施します。 

 

 

１ こども誰でも通園制度（仮称）の本格実施を見据えた試行的事業（案） 

 (1) 対象児童  保育所等に通園していない０歳６カ月～満３歳未満児（要利用者登録） 

 (2) 実施施設  保育所（園）、認定こども園 

（公立保育所１カ所、民間保育施設１０カ所程度を想定） 

 (3) 実施方法  定員の範囲内等で、こども１人当たり月１０時間を上限として受け入れを行う 

 (4) 利用料金  こども１人１時間当たり 300 円 

 

２ 今後の予定 

制度の周知期間や準備期間を考慮して、令和６年６月からの開始を予定しています。 

 令和６年３月   市議会臨時会の予算議決、民間保育関係施設への実施希望調査の実施 

 令和６年４・５月 市民周知、民間保育関係施設との調整、利用者登録等 

 令和６年６月   事業実施（～令和７年３月まで） 
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